
（平成２２年２月２４日報道資料抜粋）

１．今回のあっせん等の概要

（１）年金記録の訂正の必要があるとのあっせんを実施するもの 6 件

厚生年金関係 6 件

（２）年金記録の訂正を不要と判断したもの 9 件

厚生年金関係 9 件

年金記録確認静岡地方第三者委員会分

年金記録に係る苦情のあっせん等について



  

静岡厚生年金 事案 880 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除さ

れていたことが認められることから、申立人のＡ社Ｂ事業所における資格喪

失日に係る記録を平成元年 10月１日に訂正し、当該期間の標準報酬月額を 36

万円とすることが必要である。 

なお、事業主が申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行したか否かについては、履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏 名 : 男 

    基礎年金番号  :  

    生 年 月 日 : 昭和 28年生 

    住 所 :  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 : 平成元年９月 30日から同年 10月１日まで 

厚生年金保険の記録をみると、平成元年 10月１日付けで、Ａ社Ｂ事業所

から同社本社に異動した際の被保険者記録が途切れているので、記録を訂正

してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

雇用保険の加入記録及びＣ事業所（Ａ社の後継事業所）が保管する申立人

に係る人事記録から判断すると、申立人はＡ社に継続して勤務し（平成元年

10 月１日にＡ社Ｂ事業所から同社本社に異動）、申立期間に係る厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたことが認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、申立期間の前後の社会保険事

務所（当時）の記録から、36万円とすることが妥当である。 

なお、事業主が申立人に係る厚生年金保険料を納付する義務を履行したか

否かについては、事業主は不明としているが、事業主が資格喪失日を平成元

年 10月１日と届け出たにもかかわらず、社会保険事務所がこれを同年９月 30

日と誤って記載したとは考え難いことから、社会保険事務所の記録どおりの

届出が事業主から行われ、その結果、社会保険事務所は、申立人に係る同年

９月の保険料について納入の告知を行っておらず（社会保険事務所が納入の

告知を行ったものの、その後に納付されるべき保険料に充当した場合又は保

険料を還付した場合を含む）、事業主は申立期間に係る保険料を納付する義

務を履行していないと認められる。 



  

静岡厚生年金 事案 881 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されて

いたことが認められることから、申立人のＡ事業所における資格取得日に係

る記録を昭和 45年５月 26日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を３万 3,000

円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務

を履行したか否かについては明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 : 男 

    基礎年金番号 :  

    生 年 月 日 : 昭和 24年生 

    住 所 :  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 : 昭和 45年５月 26日から同年６月１日まで 

厚生年金保険の加入記録を社会保険事務所（当時）に照会したところ、申

立期間について加入記録が確認できないとの回答を得たが、昭和 43年４月

１日に会社に入社してから現在まで一度も退職したことはなく、厚生年金保

険料も納めてきたので、申立期間を厚生年金保険の被保険者期間として認め

てほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ事業所から提出された在職証明書、雇用保険の被保険者記録、及び同僚

の証言から判断すると、申立人はＡ事業所に継続して勤務し（Ｂ事業所から

Ａ事業所に異動）、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控

除されていたことが認められる。 

なお、申立期間の異動日については、申立人は「転勤辞令を受けて、昭和

45 年５月 26 日にＡ事業所に異動した。」としていること、及び昭和 43 年 10

月１日にＡ事業所の厚生年金保険被保険者資格を取得していることがオンラ

イン記録から確認できる前述の同僚が、「申立人は、申立期間について、既に

Ａ事業所で勤務していたと思う。」と述べていることから、同年５月 26 日と

することが妥当である。 

また、申立期間の標準報酬月額については、申立人に係るＡ事業所におけ

る昭和 45年６月の健康保険厚生年金保険被保険者名簿の記録から、３万 3,000



  

円とすることが妥当である。 

なお、事業主が申立人に係る厚生年金保険料を納付する義務を履行したか

否かについては、事業主は不明としており、このほかに確認できる関連資料

及び周辺事情は無いことから､明らかでないと判断せざるを得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業

主が申立てどおりの被保険者資格の取得日に係る届出を社会保険事務所に行

ったか否かについては､これを確認できる関連資料及び周辺事情が無いこと

から､行ったとは認められない。 



  

静岡厚生年金 事案 882 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されて

いたことが認められることから、申立人のＡ事業所における申立期間に係る

資格喪失日（昭和 24 年１月 20 日）及び資格取得日（昭和 27 年２月 25 日）

を取り消し、申立期間の標準報酬月額を昭和 24 年１月から同年４月までは

1,500円、同年５月から 25年３月までは 2,000円、同年４月から 27年１月ま

では 3,000円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務

を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 : 男 

    基礎年金番号 :  

    生 年 月 日 : 昭和７年生 

    住 所 :  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 : 昭和 24年１月 20日から 27年２月 25日まで 

昭和 23年３月に学校を卒業し、Ａ事業所に就職した。36年に同事業所の

閉鎖に伴って退職するまで一貫して勤務していたにもかかわらず、年金記録

に約３年間の空白期間がある。 

この間、休職等はしておらず、私が勤務していた事実を証言してくれる同

僚もいるので、厚生年金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

オンライン記録によると、申立人は、Ａ事業所（その後、Ｂ事業所、Ｃ事

業所に名称を変更）において昭和 23年３月１日に厚生年金保険の被保険者資

格を取得し、24年１月 20日に資格を喪失後、27年２月 25日に同事業所にお

いて再度、資格を取得しており、24年１月から 27年１月までの申立期間の厚

生年金保険被保険者記録が無いことが確認できる。 

しかし、申立期間当時、Ａ事業所で厚生年金保険の被保険者となっていた

複数の同僚は、「申立人とずっと一緒に勤務していた。」と証言しているこ

とから、申立人は同事業所に継続して勤務していたことが認められる。 

また、当該同僚のうち、事務を担当していた同僚は、「申立期間当時、給

与から厚生年金保険料を控除しなかった人はいなかった。」と証言している。 



  

これらを総合的に判断すると、申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事

業主により給与から控除されていたことが認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、前述の事務を担当していた同

僚が、「申立人は事務員としての待遇で勤務していた。事務員の給与は、工

員のなかで一番低い給与額だったと思う。」と証言しているため、申立期間

当時、工員であったとされる者のうち、標準報酬月額が一番低い者の社会保

険事務所（当時）の記録から、昭和 24 年１月から同年４月までは 1,500 円、

同年５月から 25年３月までは 2,000円、同年４月から 27年１月までは 3,000

円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事

業主から申立人に係る被保険者資格の喪失届及び取得届が提出されていない

にもかかわらず、社会保険事務所がこれを記録するとは考え難いことから、

事業主が社会保険事務所の記録どおりの資格の喪失及び取得の届出を行って

おり、その結果、社会保険事務所は、申立期間に係る保険料についての納入

の告知を行っておらず（社会保険事務所が納入の告知を行ったものの、その

後に納付されるべき保険料に充当した場合又は保険料を還付した場合を含

む。）、事業主は申立期間に係る保険料を納付する義務を履行していないと認

められる。 



  

静岡厚生年金 事案 883 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認められる

ことから、申立期間に係る脱退手当金の支給の記録を訂正することが必要で

ある。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏 名 : 女 

    基礎年金番号 :  

    生 年 月 日 : 昭和 11年生 

    住 所 :  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 : 昭和 27年９月 23日から 32年 11月 30日まで  

社会保険事務所（当時）へ厚生年金保険の加入記録を照会したところ、申

立期間については脱退手当金を支給済みであるとの回答を得た。自分は受け

取った記憶は無いので、申立期間を年金額に反映される厚生年金保険の被保

険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が所持していた厚生年金保険被保険者証は、旧姓で発行されており、

再交付の押印も無く、申立人が昭和 34年２月に婚姻していることを踏まえる

と、申立期間に係る事業所で厚生年金保険に加入した際、発行されたものと

考えられるところ、脱退手当金を支給した場合、当時の事務処理において、

厚生年金保険被保険者証に脱退手当金を支給した旨の「脱」表示をすること

とされていたが、当該被保険者証にはその表示が無い。 

また、申立人が前述した被保険者証を現在まで保管していたことに加え、

申立期間直後の厚生年金保険被保険者期間は、当該被保険者証と同一の記号

番号で管理されていることを踏まえると、申立人が脱退手当金を請求する意

思を有していたとは考え難い。 

さらに、脱退手当金が支給されたとする額は、法定支給額と 97円相違して

いる。 

これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申立

期間に係る脱退手当金を受給したとは認められない。 



  

静岡厚生年金 事案 884 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の船員保険料を事業主により給与から控除されていた

ことが認められることから、申立人のＡ船舶所有者における資格取得日に係

る記録を昭和 50年８月 13日、資格喪失日に係る記録を同年９月 27日に訂正

し、申立期間の標準報酬月額を 17万円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の船員保険料を納付する義務を履

行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 : 男 

    基礎年金番号 :  

    生 年 月 日 : 昭和 24年生 

    住 所 :  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 : 昭和 50年８月 13日から同年９月 27日まで 

船員手帳には、申立期間当時にＡ船舶所有者のＢ船舶で船員として勤務し

ていたという記録が記載されているが、ねんきん特別便では、この当時の記

録が無い。 

船員手帳を所持しているので、申立期間を船員保険の被保険者期間として

認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が提出した船員手帳により、Ａ船舶所有者のＢ船舶で昭和 50年８月

13日に雇入れ、同年９月 27日に雇止めした記録が確認できる。 

また、申立期間当時のＢ船舶の船長は、「当時、申立人と一緒に乗船し、

一緒に外洋に出た。」と証言しており、事業主は、「当時、Ｂ船舶で勤務し

てもらうため申立人を雇った。」、「申立人は、船舶接触事故により下船し、

船員保険の継続療養受給届を出し、けがの治療をした事実があるので、船員

保険に未加入であることは考えられません。」と証言している。 

これらを総合的に判断すると、申立人は、申立期間において、Ａ船舶所有

者のＢ船舶に勤務し、船員保険料を事業主により給与から控除されていたこ

とが認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、事業主は、「当時の資料は保

存していないが、同じ職種に就いていた乗員の給与は差が無かったように思



  

う。」と証言しているため、申立人がＢ船舶に乗船する以前に、申立人と同

一の職種に就き、申立人と入れ替わりに下船した前任者とされる者に係る昭

和 50年７月の社会保険事務所（当時）の記録から、17万円とすることが妥当

である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事

業主は納付したか否かについては不明としているが、これを確認できる関連

資料及び周辺事情は無く、仮に、事業主から申立人に係る被保険者資格取得

届が提出された場合には、その後、被保険者資格喪失届を提出する機会があ

ったこととなるが、いずれの機会においても社会保険事務所が当該届出を記

録していない。これは通常の事務処理では考え難いことから、事業主から当

該社会保険事務所へ資格の得喪に係る届出は行われておらず、その結果、社

会保険事務所は、申立人に係る昭和 50年８月の保険料について納入の告知を

行っておらず、事業主は当該期間に係る保険料を納付する義務を履行してい

ないと認められる。 



  

静岡厚生年金 事案 885 

 

第１ 委員会の結論 

事業主は、申立人が昭和 43 年７月 29 日に厚生年金保険被保険者の資格を

取得し、44年８月 11日に資格を喪失した旨の届出を社会保険事務所（当時）

に行ったことが認められることから、申立人の厚生年金保険被保険者の資格

の取得日及び喪失日に係る記録を訂正することが必要である。 

なお、申立期間の標準報酬月額については、昭和 43 年７月から 44 年６月

までは５万 6,000円、同年７月は６万円とすることが妥当である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等  

    氏 名 : 男 

    基礎年金番号 :  

    生 年 月 日 : 昭和 10年生 

    住 所 :  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 : 昭和 43年７月 29日から 44年８月 11日まで 

社会保険事務所に厚生年金保険の加入記録を照会したところ、申立期間に

ついて厚生年金保険に加入していた事実は無いとの回答を得た。 

Ａ事業所では、10 か月間以上継続して勤務したと記憶しており、Ｂ厚生

年金基金加入員証の記録によると、昭和 43年７月 29日に加入員の資格を取

得していることが確認できるので、申立期間を厚生年金保険の被保険者期間

として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ事業所の健康保険厚生年金保険被保険者名簿において、申立人と同姓同

名であり、生年月日が同じである記録が発見され、当該記録では、被保険者

資格の取得日が昭和 43 年７月 29 日で、喪失日が 44 年８月 11 日と記載され

ていることが確認できる。 

また、当時のＡ事業所の状況に関する申立人の証言は、複数の同僚の証言

と一致することから、申立人は、当該事業所に勤務していたことが推認でき

る。 

さらに、Ｂ厚生年金基金の記録によると、申立人は、昭和 43 年７月 29 日

に当該基金の加入員の資格を取得し、申立期間を通じて加入員であったこと

が確認できる。 

加えて、Ａ事業所における雇用保険の記録においても、申立人は、昭和 43



  

年７月 29日に被保険者の資格を取得し、申立期間を通じて当該事業所の被保

険者であったことが確認できる。 

これらを総合的に判断すると、当該記録は申立人に係るものであると推認

でき、Ａ事業所の事業主は、申立人が同事業所において昭和 43 年７月 29 日

に被保険者資格を取得し、44年８月 11日に資格を喪失した旨の届出を社会保

険事務所に行ったことが認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、Ａ事業所の健康保険厚生年金

保険被保険者名簿の記録から、昭和 43年７月から 44年６月までは５万 6,000

円、同年７月は６万円とすることが妥当である。 



  

静岡厚生年金 事案 886 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏 名 : 女 

    基礎年金番号 :  

    生 年 月 日 : 昭和 31年生 

    住 所 :  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 : 昭和 60年８月から 61年４月３日まで 

社会保険事務所（当時）に厚生年金保険の加入記録について照会したと

ころ、申立期間について厚生年金保険に加入していた事実は無い旨の回答

を得た。 

当時の自分の記憶では、健康保険に加入しており、厚生年金保険に加入

していないのは納得がいかないので、当該期間について厚生年金保険の被

保険者であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間当時のＡ事業所への就職の経緯、仕事の内容を具体的

に記憶していることから、申立期間において、同事業所に勤務していたこと

がうかがわれるが、申立人の記憶する同僚及び申立期間に同事業所において

厚生年金保険の被保険者記録が確認できる元従業員に聴取したものの、申立

期間当時の申立人の同事業所での在籍の状況、厚生年金保険料控除の状況に

ついて確認できる証言を得ることができなかった。 

また、申立人は、申立期間のうち、昭和 60 年９月６日から 61 年４月３日

までの期間において、夫の加入している健康保険の被扶養者となっているこ

とが確認できる。 

さらに、Ａ事業所に申立人の在籍及び申立期間当時の厚生年金保険の適用

の状況を照会したところ、「申立人の人事記録、賃金台帳等の保存はしてい

ないため、申立人の在籍の状況は確認できず、また申立人の厚生年金保険料

控除の状況についても調査したが、当時の社会保険事務の取扱いについての

資料は保管されていないため、分からない。」「社会保険事務所の取扱い及

び厚生年金基金において決定された標準報酬月額を基に、社員の給与から厚



  

生年金保険料を控除しているため、厚生年金保険に加入していない社員の給

与から保険料を控除することは無い。」との回答を得た。 

加えて、申立人のＡ事業所における雇用保険の加入記録を見ると、Ａ事業

所における厚生年金保険の加入記録が確認できる期間については、雇用保険

の加入記録も確認できるが、申立期間については、雇用保険の加入記録を確

認できない。 

なお、申立期間について、Ａ事業所に係る健康保険厚生年金保険被保険者

原票において、昭和 60 年５月 20 日から 61 年４月 11 日までに被保険者資格

を取得した者を確認したが、申立人の氏名は無い。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確認

できる関連資料、周辺事情は無い。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事

業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



  

静岡厚生年金 事案 887 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏 名 : 男 

    基礎年金番号 :  

    生 年 月 日 : 大正 14年生 

    住 所 :  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 : 昭和 30年３月３日から 32年 10月１日まで 

Ａ事業所に勤務していた期間について、社会保険事務所（当時）に厚生

年金保険の加入記録について照会したところ、申立期間については加入記

録が無い旨の回答を得た。 

申立期間中は確かにＡ事業所に勤務しているので、厚生年金保険被保険

者であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ｂ事業所（Ａ事業所が名称変更）から提出された在籍証明書及び当時の同

僚の証言により、申立人は申立期間当時、Ａ事業所に勤務していたことは確

認できる。 

しかし、Ａ事業所に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿によると、申

立人、当時の事業主（申立人の親族であり、Ａ事業所が厚生年金保険の新規

適用事業所となった日（昭和 25 年８月１日）に事業主として確認できる者）

及び当該事業主の子に係る当該事業所での資格取得日は、昭和 32 年 10 月１

日であり、これら３人の健康保険番号は連番となっていることが確認できる。

このことから、当該事業所では、申立人を含む事業主の親族３人に係る資格

取得手続を一括して行ったことがうかがわれる。 

また、Ｂ事業所は、「申立期間当時の事業主及びその子も申立人と同日に

資格取得していることを考慮すると、申立人の資格取得日は、入社日の昭和

30 年３月３日ではなく、32 年 10 月１日であり、申立人に係る厚生年金保険

料控除も同年 10月からである。」と回答している。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確認

できる関連資料、周辺事情は無い。 



  

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事

業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



  

静岡厚生年金 事案 888 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 : 男 

    基礎年金番号 :  

    生 年 月 日 : 昭和 22年生 

    住 所 :  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 : 昭和 41年３月１日から同年４月１日まで 

社会保険事務所（当時）に厚生年金保険の加入期間について照会したと

ころ、申立期間について、Ｂ事業所Ｃ支所で厚生年金保険に加入していた

事実は無い旨の回答を得たが、学校卒業と同時に職員として採用されて以

来、継続して勤務しているので、申立期間について被保険者であったこと

を認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ事業所が保管する申立人に係る履歴カードによれば、申立人は昭和 41 年

３月１日に試用員として発令を受け、申立期間においてＢ事業所Ｃ支所に勤

務していたことが確認でき、同年４月１日に正職員となり、同日から共済組

合に加入していることが確認できる。 

しかし、旧Ｄ職員の年金関係事務を引き継いだＥ事業所からは、「当時の

Ｄでは試用員等へは正職員に適用された共済組合員資格が付与されていなか

った。また、厚生年金保険の加入に関しても勤務先の所属長の裁量に委ねら

れており、申立人の場合、試用員として勤務はしていたものの、３月中はま

だ学生の身分であったことから厚生年金保険には加入させていなかったもの

と思慮する。」との回答を得た。 

さらに、Ｅ事業所では旧Ｄから厚生年金保険の資料等を継承されておらず、

申立人の申立期間における勤務状況や厚生年金保険の適用状況等を確認する

ことができない。 

なお、Ｂ事業所の健康保険厚生年金保険被保険者名簿において、昭和 41 年

１月から同年 12 月までに厚生年金保険の被保険者資格を取得した者の記録を

確認したが、申立人の氏名は見当たらない。 



  

また、申立期間当時に厚生年金保険に適用されていた他地域の旧Ｄ関連事

業所の被保険者についても確認をしたが、申立人の氏名は見当たらない。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確認

できる関連資料、周辺事情は無い。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が申立期間に厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金

保険料を事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



  

静岡厚生年金 事案 889 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 : 女 

    基礎年金番号 :  

    生 年 月 日 : 昭和 11年生 

    住 所 :  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 : 昭和 26年４月６日から 28年 11月 10日まで 

社会保険事務所（当時）に厚生年金保険の加入記録について照会したと

ころ、申立期間について厚生年金保険に加入していた事実は無い旨の回答

を得た。 

Ａ事業所には昭和 26 年４月６日から勤務しているため、申立期間を被保

険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

複数の同僚の証言から、申立人がＡ事業所に勤務していたことは推認でき

る。 

しかし、オンライン記録によると、Ａ事業所の厚生年金保険の新規適用年

月日は、昭和 27年７月１日であることが確認できる。 

また、Ａ事業所の健康保険厚生年金保険被保険者名簿では、申立人と同時

期に当該事業所に入社したとする同僚についても、申立人と同様に昭和 28 年

11 月 10 日に厚生年金保険の被保険者資格を取得していることが確認できる

上、ほかの複数の同僚についても、「自分は、Ａ事業所で厚生年金保険の被

保険者資格を取得する前から、同事業所で勤務していた。」と証言している

ことから、当該事業所では、従業員を入社と同時に厚生年金保険に加入させ

ていなかったことがうかがわれる。 

なお、当時の事業主及び事務担当者とは連絡が取れず、当時の厚生年金保

険の適用、厚生年金保険料控除の状況について確認することはできなかった。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確認

できる関連資料、周辺事情は無い。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事

業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



  

静岡厚生年金 事案 890 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏 名 : 女 

    基礎年金番号 :  

    生 年 月 日 : 昭和 23年生 

    住 所 :  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 : ① 昭和 48年４月 10日から同年６月 15日まで 

（Ａ事業所） 

  ② 昭和 50年 12月 11日から 51年７月１日まで 

（Ｂ事業所） 

社会保険事務所（当時）に厚生年金保険の加入記録について照会したと

ころ、申立期間①及び②について、厚生年金保険の記録が抜けているとの

回答を得た。 

昭和 47 年 11 月 16 日から 53 年２月１日までの期間、関連会社であるＡ

事業所及びＢ事業所でパート社員として継続して勤務していたので、厚生

年金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間①について、Ａ事業所の健康保険厚生年金保険被保険者名簿では、

申立人は、昭和 47年 11月 16日に厚生年金保険の被保険者資格を取得し、48

年４月 10 日に資格を喪失後、同年６月 15 日に再度、資格を取得しているこ

とが確認でき、これらの記録は雇用保険の被保険者記録と一致している。 

また、Ａ事業所の健康保険厚生年金保険被保険者名簿から、申立人の姓が

変更されていることが確認でき、当該変更の処理日は、申立人が資格を再取

得した日（昭和 48 年６月 15 日）を処理した日と同日であり、姓の変更につ

いては、社会保険事務所が知り得ない情報であることを踏まえると、当該事

業所が社会保険事務所の記録どおりの資格取得届等を行ったことがうかがわ

れる。 

さらに、Ａ事業所の現在の役員は、「申立期間当時、社会保険は必ず厚生

年金保険、健康保険、雇用保険の３点セットで加入させていた。雇用保険が



  

未加入の期間については、当然に厚生年金保険料を控除していない。」と証

言している。 

申立期間②について、Ｂ事業所の健康保険厚生年金保険被保険者名簿では、

申立人は、昭和 49 年２月８日に厚生年金保険の被保険者資格を取得し、50

年 12 月 11 日に資格を喪失後、51 年７月１日に再度、資格を取得しているこ

とが確認でき、これらの記録は雇用保険の被保険者記録と一致している。 

また、Ｂ事業所における雇用保険被保険者記録では、申立人は昭和 50 年

12月 10日に離職し、離職票が交付されていることが確認できる。 

さらに、Ｂ事業所の元総務担当者は、「パート社員であっても、勤務時間

が長いなど勤務形態に応じて社会保険に加入させていた。パート社員を社会

保険に加入させる場合は、正社員と同様に、厚生年金保険、健康保険、雇用

保険の３点セットで加入させていた。」と証言している。 

このほか、申立人の申立期間①及び②における厚生年金保険料控除につい

て確認できる関連資料、周辺事情は無い。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事

業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



  

静岡厚生年金 事案 891 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 : 男 

    基礎年金番号 :  

    生 年 月 日 : 昭和 17年生 

    住 所 :  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 : ① 昭和 37年 11月１日から 39年８月 30日まで 

（Ａ事業所） 

  ② 昭和 42年７月１日から 44年５月 30日まで 

（Ｂ事業所） 

  ③ 昭和 44年８月ころから 45年 10月ころまで 

（Ｂ事業所） 

社会保険事務所（当時）に厚生年金保険の加入記録について照会したと

ころ、申立期間について厚生年金保険に加入していた事実は無い旨の回答

を得た。 

給与明細書等は無いが、Ａ事業所及びＢ事業所に勤務していたことは事

実であるので、申立期間について厚生年金保険の加入期間として認めてほ

しい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間①について、申立人が記憶していた同僚の証言から、申立人がＡ

事業所に勤務していたことはうかがわれる。 

しかし、Ｃ事業所（Ａ事業所が名称変更）に申立期間当時の厚生年金保険

料控除の状況について照会したところ、「申立期間当時の資料は保管してい

ない。」、「社会保険事務を担当していた元事業主の配偶者は、申立期間当

時、Ａ事業所を休んでおり、その間、誰がどのように社会保険の事務処理を

行っていたのかは分からない。」と回答している。 

また、申立人が当時、一緒に働いていたと記憶する同僚の中には、Ａ事業

所において厚生年金保険の被保険者記録が確認できない者もいることから、

当該事業所は、必ずしも従業員全員を厚生年金保険に加入させていたわけで



  

はないことがうかがわれる。 

なお、Ａ事業所に係る健康保険厚生年金保険被保険者原票において、昭和

37 年９月１日から 40 年３月１日までに被保険者資格を取得した者の記録を

確認したが、申立人の氏名は無い。 

申立期間②及び③について、申立人が記憶していた同僚の証言から、申立

人がＢ事業所に勤務していたことはうかがわれる。 

しかし、Ｂ事業所の元事業主の配偶者は、「厚生年金保険に加入していた

者が退職したときや会社が倒産したときには、本人から預かっていた年金手

帳を返していたが、申立人の年金手帳は預かっていなかった。」、「預かっ

ていなかった理由については、申立期間当時の社会保険事務担当者が亡くな

っているため分からない。」と述べている。 

また、申立人が記憶する同僚は、「申立人は職人としてＢ事業所で働いて

いた。しかし、いつからいつまでどのくらいの期間働いたかは分からな

い。」と証言している。 

さらに、申立人が給与から控除されていたと主張する厚生年金保険料額は、

申立期間当時の標準報酬月額の最高等級額に相当する額であるが、それを確

認できる給与明細書等の関連資料を申立人は所持していない。 

加えて、申立人は、申立期間③のうち、昭和 45 年４月から同年９月までの

６か月間について、国民年金保険料を納付していることが確認できる。 

なお、Ｂ事業所に係る健康保険厚生年金保険被保険者原票において、昭和

42 年７月１日から 46 年６月 11 日までに被保険者資格を取得した者の記録を

確認したが、申立人の氏名は無い。 

このほか、申立人の申立期間①、②及び③における厚生年金保険料の控除

について確認できる関連資料、周辺事情は無い。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事

業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



  

静岡厚生年金 事案 892 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 : 男 

    基礎年金番号 :  

    生 年 月 日 : 昭和 12年生 

    住 所 :  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 : ① 昭和 28年３月から同年 10月まで （Ａ事業所） 

  ② 昭和 28年 10月から 30年３月まで （Ｂ事業所） 

  ③ 昭和 30年３月から 31年２月まで （Ｃ事業所） 

社会保険事務所（当時）に厚生年金保険の加入記録について照会したと

ころ、申立期間について厚生年金保険に加入していた事実は無い旨の回答

を得た。申立期間①について中学校を出てすぐＡ事業所に勤務しており、

申立期間②についてＢ事業所に勤務しており、申立期間③についてＣ事業

所で勤務していたので、申立期間について厚生年金保険の被保険者期間と

して認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間①について、申立人は、「Ａ事業所はＤ市に所在していた。」と

主張しているが、厚生年金保険の適用事業所に係る事業所名簿では、同市内

にＡ事業所という名称の適用事業所は確認できず、同市を管轄する法務局で

も、同事業所の商業登記の記録は確認できない。 

また、Ｄ市のＥ産業の資料を保管している同市Ｆ館では、「Ｄ市にＡ事業

所という名称の事業所が存在していたことを示す資料は無い。」と証言して

いる。 

さらに、申立人が同僚として挙げた氏名の者について調査したが、申立期

間①当時の厚生年金保険の被保険者記録は確認できなかった。 

申立期間②について、申立人は、「Ｂ事業所はＤ市に所在していた。」と

主張しているが、厚生年金保険の適用事業所に係る事業所名簿では、同市内

にＢ事業所という名称の適用事業所は確認できず、同市を管轄する法務局で

も、同事業所の商業登記の記録は確認できない。 



  

また、上述のＦ館では、「Ｄ市にＢ事業所という名称の事業所が存在して

いたことを示す資料は無い。」と証言している。 

さらに、申立人が同僚として挙げた氏名の者について調査したが、申立期

間②当時の厚生年金保険の被保険者記録は確認できなかった。 

申立期間③について、申立人は、「Ｃ事業所はＤ市に所在していた。」と

主張しているが、厚生年金保険の適用事業所に係る事業所名簿では、同市内

にＣ事業所という名称の適用事業所は確認できず、同市を管轄する法務局で

も、同事業所の商業登記の記録は確認できない。 

また、上述のＦ館では、「Ｄ市にＣ事業所という名称の事業所が存在して

いたことを示す資料は無い。」と証言している。 

さらに、申立人が同僚として挙げた者はすでに亡くなっているため申立期

間③当時の状況について聴取することができなかった。 

なお、当該同僚は申立期間③当時、Ｇ事業所で厚生年金保険の被保険者記

録が確認できることから、同事業所の健康保険厚生年金保険被保険者名簿に

おいて昭和 30 年３月 1 日から 31 年４月１日までに被保険者資格を取得した

者を確認したが、申立人の氏名は見当たらない。 

このほか、申立人の申立期間①、②及び③における厚生年金保険料の控除

について確認できる関連資料、周辺事情は無い。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事

業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



  

静岡厚生年金 事案 893 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めること

はできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 : 女 

    基礎年金番号 :  

    生 年 月 日 : 昭和 14年生 

    住 所 :  

 

２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 : 昭和 29年７月５日から 35年１月 25日まで 

社会保険事務所（当時）で厚生年金保険の記録を確認したところ、申立

期間については脱退手当金が支給済みであるとの回答であった。しかし、

自分は、脱退手当金を受給した記憶が無いので、申立期間を年金額に反映

される厚生年金保険被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が勤務していた申立期間に係る事業所の健康保険厚生年金保険被保

険者名簿の申立人が記載されているページとその前後併せて４ページに記載

されている女性において、申立人の厚生年金保険被保険者資格喪失日である

昭和 35年１月 25日の前後２年以内に資格喪失した者は 20名確認でき、その

20 名のうち、資格喪失後３か月以内に他の事業所で厚生年金保険の被保険者

資格を取得した６名を除く 14 名の脱退手当金の支給記録を調査したところ、

11 名について資格喪失日から６か月以内に脱退手当金の支給決定がなされて

いる上、当時は通算年金制度創設前であったことを踏まえると、申立人につ

いてもその委任に基づき事業主による代理請求がなされた可能性が高いもの

と考えられる。 

また、前述した健康保険厚生年金保険被保険者名簿には、脱退手当金の支

給を意味する「脱」の印が押されているとともに、申立期間の脱退手当金は

支給額に計算上の誤りは無く、申立期間に係る厚生年金保険資格喪失日から

約３か月半後の昭和 35 年５月４日に支給決定されているなど、一連の事務処

理に不自然さはうかがえない。 

さらに、申立人から聴取しても受給した記憶が無いというほかに脱退手当

金を受給していないことをうかがわせる事情は見当たらない。 

これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申立

期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 



  

静岡厚生年金 事案 894 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 : 男 

    基礎年金番号 :  

    生 年 月 日 : 大正９年生 

    住 所 :  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 : 昭和 21年 10月１日から 34年 11月５日まで 

社会保険事務所（当時）に厚生年金保険の加入記録を照会したところ、

申立期間について厚生年金保険に加入していた事実は無い旨の回答を得た。

しかし、Ａ事業所に勤務していたことは確かなので、申立期間について厚

生年金保険被保険者であったことを認めてほしい｡ 

 

第３ 委員会の判断の理由 

同僚の証言及び申立人の詳細な記憶から、勤務期間は特定できないが、申

立人がＡ事業所で勤務していたことを推認することはできる。 

しかし、Ａ事業所の事務職員は、「社内で保管している厚生年金保険の被

保険者台帳を確認したが、申立人の氏名は見当たらなかった。また、申立人

が同僚として氏名を挙げている者の中にも当該台帳に氏名が見当たらない者

がいた。」と証言している。 

また、複数の元同僚は、「当時、厚生年金保険に加入させてもらえなかっ

た従業員は多数いた。」と証言しており、Ａ事業所においては、必ずしも従

業員全員を厚生年金保険に加入させていなかったことがうかがわれる。 

なお、Ａ事業所に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿において、昭和

19 年１月１日から 35 年４月１日までに被保険者資格を取得した被保険者を

確認したが、申立人の氏名は無い。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確認

できる関連資料、周辺事情は無い。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事

業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 


